
事   務   連   絡  

平成14年7月1日  

社団法人全国個人タクシー協会  

関東支部 支部長 殿  

関東運輸局自動車交通部  

旅客第2課長  

東京特別区武三交通圏における定額運賃設定認可申請書様式例の   

送付について   

標記について、別紙のとおり定額運賃設定認可申請書様式例を作成したので  

参考までに送付する。   



別 紙［定額運賃設定認可申請書様式例】  

平成00年○月00日  

関東運輸局長 上 子 道雄 殿  

氏冬又は名称   

住  所   

代表者の氏名   

一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料会（定額運賃）設定認可申請書   

一般票用旅客∃勤享運送事業の運賃（定転運賃）を設定したいので、道路運送法第9  

条の3買1項及び同法施行規則筈「○条の3の規定に基づき、下言己のとおり申請します。  

記  

1．申請者の氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名  

氏名又は名称  

住  所  

代表者の氏名  

2．事業の種類  

一般乗用旅客自動車運送事業  

3．設定しようとする運賃を適用する営業区域  

特別区武三交通圏  

4 設定しようとする運賃の種類、客亘、及び適用方法  

別紙のとおりとする。  

5．添付書短  

省 略   



別 紙  

1．運賃の覆莞   

平成CC）辛〇月00ヨ付けで関東運諭局長が公示」た「一般票扁旅宰雇夏草運送事   

業の≡宅三重賃に係る適扁施設等について」及び「東京特別区武三交通圏を宮芸区域と   

する事業者が行う新京京国際望遠と特別区武三交通圏との問の定額運賃の取扱いにつ   

いて」に基づく這竃運賃とする。  

2．二三転運賃を適扁するゾーン   

平粛OC）辛○月OC僧付けで問責運輸局貢が公示」た「頁京特別区武三交通圏を雪   

芸区或とする事業者が行う新京京国際竺芳と特別区武三交通璽との間の定家運賃の取   

扱いについて」に定めたゾーンのうち、○ゾーン（注：選択するゾーンをそれぞれ記   

貢する。）こ9旬。                        l    丁  

3．芝暮夏運賃の室等  

（り 夏±の墓磋となる貢行認可の足亘離利運賃等  

Cノ 連 票 利 幸型互 初柔道賃 2kmまで 000円  
加算運賃 つ00m言でを増すごとに ⊂）○円  

小型主 初景運賃 2kmまで 000R  
刀口互選賃 000mまでを増すごとに ⊂）OR  

② 還正宏割引（つ 000Rを違える宝について 1割引  

③ 深夜早雲割増 23暗から5時言で ○割増  

④ 障害者割引 1割引  

（2）設定する三宝運賃の家   

平成00年○月00≡＝寸けで関東運輸局長が公示」た「新東京国際空港と特別区   

武三交通圏との問の定額運賃の取扱いについて」に基づき算出」た次表の宅とする。  

区 分  
適扁ゾーノ     旦 手蔓  三屋運賃（耶  深夜早朝割増  障害者割引  深夜早鯛増及び匡言毒        逼再選賃（円）  三重肩運賃（郡  那適用這言（円）  

＝塗主  

l  

」   小型享  

i中型亘1  

小型享  

†  中型享  
C ソーン  

いぃ聖亘  

出型亘  

D ソーン  
小型亘   



4．適用方法  

（1）予め営業所又は無線基地局に予約があった場合に連用する。  

（2）深夜早朝割増は、運送の開始から終了吉での時間が深夜早朝時間帯（23暗から   

5暗まで）の中にすべて含まれる場合に適用する。  

（3）障害者割引の対象は、身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳又は療育手帳制   

度要綱（昭和48年9月27日付け厚生事務次官通知）に規定する知的障害者の療   

育手帳の交付を受けている者とし、当該手帳の提示があった時に適用する。  

（4）運送の最初から運賃メーターを通常の運送におけるものと同様に操作することと   

する。  

（5）運送の途中において、′旅客の都合により申込み時に予定した運送経路以外を経由   

」た運送に変更するような場合であって、当該変更経路が適用施設への経路と」て   

大きくかけ離れる場合は、通常の距離利運賃を適用することができる。  

（6）運送の途中において、旅客の都合により運送を中断又は適用施設以外の場所に目   

的地を変更するような場合は、通常の距離利運賃を適用することとする。   


